
最初の修了確認期限

（1）  昭和30年4月2日 ～ 昭和31年4月1日
昭和40年4月2日 ～ 昭和41年4月1日
昭和50年4月2日 ～ 昭和51年4月1日

（2） 昭和31年4月2日 ～ 昭和32年4月1日
昭和41年4月2日 ～ 昭和42年4月1日
昭和51年4月2日 ～ 昭和52年4月1日

（3） 昭和32年4月2日 ～ 昭和33年4月1日
昭和42年4月2日 ～ 昭和43年4月1日
昭和52年4月2日 ～ 昭和53年4月1日

（4） 昭和33年4月2日 ～ 昭和34年4月1日
昭和43年4月2日 ～ 昭和44年4月1日
昭和53年4月2日 ～ 昭和54年4月1日

（５） 昭和34年4月2日 ～ 昭和35年4月1日
昭和44年4月2日 ～ 昭和45年4月1日
昭和54年4月2日 ～ 昭和55年4月1日

（６） 昭和35年4月2日 ～ 昭和36年4月1日
昭和45年4月2日 ～ 昭和46年4月1日
昭和55年4月2日 ～ 昭和56年4月1日

（７） 昭和36年4月2日 ～ 昭和37年4月1日
昭和46年4月2日 ～ 昭和47年4月1日
昭和56年4月2日 ～ 昭和57年4月1日

（８） 昭和37年4月2日 ～ 昭和38年4月1日
昭和47年4月2日 ～ 昭和48年4月1日
昭和57年4月2日 ～ 昭和58年4月1日

（９） 昭和38年4月2日 ～ 昭和39年4月1日
昭和48年4月2日 ～ 昭和49年4月1日
昭和58年4月2日 ～ 昭和59年4月1日

（10） 昭和39年4月2日 ～ 昭和40年4月1日
昭和49年4月2日 ～ 昭和50年4月1日
昭和59年4月2日 ～

※

※

最初の修了確認期限

平成19年4月1日から平成20年3月31日までに
栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者

平成20年4月1日から平成21年3月31日までに
栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者

栄養教諭免許状以外の旧免許状を所持している人の
最初の修了確認期限

栄養教諭免許状の旧免許状を所持している人の
最初の修了確認期限

（3）
平成30年3月31日

（4）
平成31年3月31日

令和2年3月31日

平成29年3月31日

（1）
平成28年3月31日

（2）
平成29年3月31日

平成18年4月1日から平成19年3月31日までに
栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者

平成18年3月31日以前に
栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者

免許状が授与された日

　旧免許状所持者で昭和30年4月1日以前に生まれた方（ただし、栄養教諭免許状を有する方を除
く）には、修了確認期限が割り振られないため、所持する免許状は何の手続きも要さず生涯有効と
なる。
　平成21年3月31日以前に授与された栄養教諭免許状を所持する方は、生年月日に関わらず、表
２が適用される。

　ここに示す期限はあくまでも目安の期限であり、延期手続・回復手続を行った者の修了確認期限
とは一致しないこともあるので、延期手続・回復手続きを行った者の場合は必ず更新講習修了確
認証明書等で確認すること。

平成30年3月31日

平成31年3月31日

平成27年3月31日

平成28年3月31日

平成26年3月31日

平成25年3月31日

修了確認期限一覧表

平成23年3月31日

受講対象者の生年月日

平成24年3月31日

表１

表２


